
〈 回　覧 〉

平成25年12月1日施行 道路交通法一部改正の概要 

◎「無免許運転」の厳罰化！ 

◎自転車に新ルール！ 

■「無免許運転」と「免許の不正取得」の罰則引き上げ！ 

■「車の提供」や「要求または依頼による同乗」といった、無免許運転を 
  容認・助長する行為が厳罰に！ 

■軽車両が通行できる路側帯の通行方法に新しい規制が！ 

■自転車の制動装置の検査等に関する規定が新設 
  検査拒否や命令違反には罰則も！ 


